
第７章

騒音の状況
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１．道路交通騒音調査

通過車両による騒音が環境へ及ぼす影響を把握するため、騒音規制法に基づく市内におけ

る自動車騒音常時監視調査を実施した。道路沿線にて実施した騒音調査結果に基づき道路の

状況及び道路沿線の周辺家屋への影響把握のため、面的評価（※）を行った調査結果は次の

とおりである。

今年度における調査対象道路を、国道２号、国道２５０号及び県道赤穂佐伯線とし、道路

沿線における２４時間騒音測定を行った。評価については、評価対象区間における道路 に

面する区域に立地ししている住居等（評価対象範囲は原則として道路端から５０ｍの範囲）

を対象に自動車騒音の面的評価を行った。

※面的評価

面的評価とは、幹線を担う道路(国道、県道、４車線以上の市道)を一定区間ごとに区切り

評価区間を設定し、評価区間内を代表する１地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、

その結果を用いて評価区間の道路端から５０ m の範囲内にある全ての住居等について等価

騒音レベル(LAeq)を推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するもの。

１）調査対象道路（３区間）

対象道路 車線数 評価延長 評価区間

（km) （始点） （終点）

一般国道２号 ２ 1.3 有年原交差点 東有年交番前

一般国道２５０号 ２ 3.0 坂越橋西 赤穂駅前

県道赤穂佐伯線 ２ 3.9 坂越橋西 高雄トンネル入口

２）環境基準の達成状況（全体）

昼夜ともに基準値以下 昼間のみ基準値以下 夜のみ基準値以下 昼夜とも基準超過

戸数 割合(%) 戸数 割合(%) 戸数 割合(%) 戸数 割合(%)

全戸数 ７９７ ９２．７ ３２ ３．７ ０ ０．０ ３１ ３．６

（８６０戸）

近接空間 ※1 ２９５ ９１．９ ９ ２．８ ０ ０．０ １７ ５．３

（３２１戸）

非近接空間 ５０２ ９３．１ ２３ ４．３ ０ ０．０ １４ ２．６

（５３９戸）

※1 近接空間：２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路の場合、道路端からの距離が１５ｍの範囲

の空間。
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３）環境基準の達成状況（路線別）

（１）昼夜とも基準値以下の戸数と割合

面的評価結果 面的評価結果 面的評価結果

（全体） （近接空間） （非近接空間）

合計 基準以 割合(%) 合計 基準以 割合(%) 合計 基準以 割合(%)

戸数 下戸数 戸数 下戸数 戸数 下戸数

一般国道２号 １２４ ６３ ５０．８ ２９ ３ １０．３ ９５ ６０ ６３．２

一般国道２５０号 ２９２ ２９０ ９９．３ １２８ １２８ １００ １６４ １６２ ９８．８

県道赤穂佐伯線 ６１ ６１ １００ １４ １４ １００ ４７ ４７ １００

（２）昼夜とも基準値超過の戸数と割合

面的評価結果 面的評価結果 面的評価結果

（全体） （近接空間） （非近接空間）

合計 基準以 割合(%) 合計 基準以 割合(%) 合計 基準以 割合(%)

戸数 下戸数 戸数 下戸数 戸数 下戸数

一般国道２号 １２４ ３１ ２５．０ ０ １７ ５８．６ ９５ １４ １４．７

一般国道２５０号 ２９２ ０ ０ ０ ０ ０ １６４ ０ ０

県道赤穂佐伯線 ６１ ０ ０ ０ ０ ０ ４７ ０ ０


